
奈
良
県
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
六
十
八
号

奈
良
県
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
床
面
積
は
、
当
該
建
築
物
が
共
同
住
宅
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
評
価
に
際
し
共
用
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
量
を
算
定
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
床
面
積
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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